
（市民税非課税世帯　入学支度金用）
＊　生活保護を受給されている方は様式が異なります。 受付印

円

（宛先）京都市長 令和６年　　○月　　×日

住所　　（〒　６０３　－　××××　） フリガナ
京都市北区△△町  ９-９９ 氏名（高校生本人）
創生マンション701号室
（保護者連絡先）

電話　　　１２３　－　×××× ※住所コード

学校  　令和３年　４ 月 入学 ～ 令和６ 年　３ 月

1 2 5

　　　　　　令和６　年　４　月に購入する　（した）　制服、教科書その他入学時の費用として

姓 名

　

（記名）  京都　太郎  京都　一郎

 京都　花子  京都　夢子

（記入上の注意）　１　※印の欄には、記入しないでください。
　　　　　　　　 　　  ２　振込先口座については、原則として申請者、世帯主又は保護者が名義人の口座を記入してください。
　　　　　　　　 　　  ３　申請内容が事実と異なる場合は、支給決定を取り消し、既に支給した分について返還を求めることがあります。

　　※　太字部分について、もれなく丁寧に記入してください。
　　　⇒　リーフレットの「提出書類についての注意事項」についても、必ずご確認ください！

★2月中に申請し、前倒し支給を希望する方は必ず記入してください。

前倒し支給の希望

希望される方は追加で以下の書類を提出してください。

○進学先の学校が分かる書類の写し（合格通知書等）

○入学金の支払いが分かる書類の写し（振込明細等）※私立進学者のみ

□
　
希望する

　京都市高校修学支援奨学金給付要綱第６条第１項に係る調査（世帯状況、課税状況、生活保護受給の有
無、同種の奨学金受給の有無）について同意します。
［世帯員全員（住民票が別であるが同居している方、単身赴任等で別居しているが高校生の生計費を負担されている方も含む）の記名をお願いしま

　　　令和６年　○月　×日

4
キョウト タロウ

市役所前 支店 京 都 太 郎支所

１ 普通

２ 当座

４ 貯蓄

口　座　番　号 フ　　リ　　ガ　　ナ

口　座　名　義　人

0 9 8 7 6 5

生 活 保 護 の
受 給 状 況

　有（停止含む）　　・　　　　無

申　請　理　由

同種の奨学金の
申 請 状 況 その他同種の奨学金　⇒　名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支
払
方
法

　　振　　込　　先　　口　　座　 （通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。） ※金融機関コード

京都みらい
銀行
信金
信組
農協

母 京　都　　花　子 Ｓ５２.２.２ パート ３０万円

姉 京　都　　夢　子 Ｈ１5.５.３ 大 学 生 ０　円

本　人 京　都　　太　郎 Ｈ２０.６.２３ 高校１年生 ０　円

父 京　都　　一　郎 Ｓ５１.１.１ 会 社 員 １２０万円

（予定） 有　無

世帯区分 ２  母子世帯　　３  父子世帯　　４  児童世帯　　５  障害者世帯　　７　長期療養者世帯　　８　その他世帯

世
帯
員
の
状
況

続　　柄 氏　　　　　名 生 年 月 日 職業・学年等 年間所得額

1

学校区分 １　国公立 　　　２　私立 種  類 全日制 定時制
(昼間・夜間）

３　通信制　４　高専
専修

(全日制・定時
制)

申
請
内
容

学 校 名 おいけ学園高等学校 科目名
（コース名）

普通科　普通コース 学年

修学期間 　　令和６年  ４ 月～ 　令和９年  ３ 月　（ ３ か年）
留年の 有 （　　　年）・ 無

申 請 学 校 入 学
以前の修学状況 ×　× 中

高等

卒業

転校

中退

令和６年度　京都市高校進学・修学支援金　支給申請書

申
請
者

キョウト タロウ

京都　太郎

　　　京都市高校修学支援奨学金給付要綱第５条の規定により、高校進学・修学支援金　（入学支度金）の給付を申請します。

【 申請書記入例 ・ 市民税非課税世帯用 】
　　　＊高校１年生で入学支度金を
　　　　申請する場合の記入例

※
受給者番号又は整理番号

母　・　父　・　児
障　・　長　・　他

支給予定額

対象となる高校
生等を基準として、
世帯員全員を記入
してください。

申請書をお間違えにならないよう、ご確認ください。
市民税非課税世帯（生活保護受給世帯は除く。）の方はこ

の申請書をお使いください。

お間違えのないよ
う、必ず口座番号の
わかるもの（通帳の
写し等）を同封して
ください。

世帯員全員の記名をいただくことで、申請に必
要な調査を行います。
※ただし、調査において確認できない場合、別
途書類の提出が必要になることがあります。

決定通知書などをお送り
する際の宛先となりますの
で、番地や部屋番号まで、
確実に記入してください。

対象となる高校生等のお名前
を記入してください。

令和6年度の修
学状況を記入して
ください。

「種類」は、裏
面の基準に従って
〇印をつけてくだ
さい。
※定時制の方は，昼間・

夜間のどちらかにも〇を

つけてください。

裏面の世帯区分基準
を参考に、該当する世
帯区分に〇印をつけて
ください。

同種の奨学金を申請した場合は名称を
記入してください。

(例)同種の奨学金
・京都府の交通遺児奨学金
・京都府の母子家庭奨学金
・京都府の高校生給付型奨学金 など

保護停止の方は
「有」となります。
※「有」の場合、
申請書はこの様式
ではありません。

2月中に進学先の高校が確定し
た方は必要書類を提出することで
前倒しでの支給を希望できます。

前倒し支給を希望される方は必
ずチェックをしてください。

前倒し支給を希望
される方は追加で書
類が必要です。また、
私立高校に進学され
る方は入学金の支払
いが分かる書類の写
しを提出してくださ
い。



表面の学校の種類と世帯区分は以下を参考にして記入してください。

＜該当する学校の種類＞
学校の種類は、以下の基準に従って○印をつけてください。

１　全日制　→　全日制　　　　　　

２　定時制　→　夜間定時制、昼間定時制　

３　通信制　→　通信制

４　高　専　→　高等専門学校

５　専　修　→　専修学校の高等課程（全日制・定時制どちらも含む）

＜該当する世帯区分＞
世帯の区分は、以下の基準に従って○印をつけてください。

2 母子世帯

［配偶者のない母と２０歳未満のお子さま（「母子」という。）のみの世帯又は

　母子と６５歳以上の方のみで構成している世帯］

3 父子世帯

［配偶者のない父と２０歳未満のお子さま（「父子」という。）のみの世帯又は

　父子と６５歳以上の方のみで構成している世帯］

4 児童世帯

［父母のない２０歳未満のお子さま（「児童」という。）のみの世帯又は児童と

　その児童を扶養している６５歳以上の方のみで構成している世帯］

5 障害者世帯

［父や母が身体障害者手帳３級以上等の世帯（父母又はその一方が、身体障害者

　福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第5号に定める身体障害者障害

　程度等級表の第3級以上又は国民年金法施行令（昭和34年政令第184号）別表の

　1・2級に該当する程度の障害者である世帯）］

具体的な基準は、以下のとおりになります。

身体障害者手帳・・３級以上

精神障害者保健福祉手帳・・２級以上

療育手帳・・Ａ又は、Ｂかつ障害年金２級以上を受給されている方

7 長期療養者世帯

[父や母が６か月以上入院等している世帯］

具体的な基準は、以下のとおりになります。

　・入院又は寝たきり状態のために医師の往診を受けている状態が現に６か月以上

　継続している場合又は事由発生(初診等)から６か月以上継続すると認められる場合

　・６か月以上にわたり、傷病のため就労できず通院治療を受けている場合又は傷病
　のために就労できない状態が事由発生(初診等)から６か月以上継続すると認められ
　る場合

8 その他世帯

［その他上記以外の世帯]

　上記世帯区分のうち、京都府制度の対象となる母子世帯、父子世帯、児童世帯、障害者世帯、長期
療養者世帯の方については、入学支度金の全額を京都府からの補助金を受けて支給します。その他世
帯の方については、京都市から全額を支給します。
　京都府制度の対象となる世帯の把握のために必要となりますので、世帯区分を記入していただくよ
うお願いします。


